
奈
良
県
旅
館
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

奈
良
県
条
例
第
十
一
号

奈
良
県
旅
館
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
旅
館
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
奈
良
県
条

例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
及
び
第
三
条
の
三
第
三
項
」
を
「
、
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
条
の
四
第
三
項
」

に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
五
条
第
三
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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